
 

保発０２０１第６号  

令和５年２月１日  

 

 

都 道 府 県 知 事  殿  

 

 

厚 生 労 働 省 保 険 局 長    

（  公  印  省  略  ）     

 

 

国民健康保険組合規約例の一部を改正する組合規約例について 

 

 

今般、出産育児一時金等の支給額について、社会保障審議会医療保険部会の「議論

の整理」（令和４年 12 月 15 日）において、「出産育児一時金の額は、令和４年度の全

施設の出産費用の平均額の推計等を勘案し、令和５年４月から全国一律で 50 万円に

引き上げるべき」とされたことを踏まえ、健康保険法施行令等の一部を改正する政令

（令和５年政令第 23 号）が令和５年２月１日に公布された。 

改正内容を踏まえ、国民健康保険組合規約例（昭和 34 年保発第 13 号）を別添のと

おり改正し令和５年４月１日から施行することとしたので、その旨御了知の上、貴管

内国民健康保険組合への周知等に御配慮願いたい。 
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